
(電子提供措置事項のうち法令及び定款に基づく交付書面請求による交付書面に記載しない事項)

（ 2022年４月 1 日から
2023年３月31日まで )

上記の事項につきましては、法令及び当社定款第１８条の規定に基づき、書面交
付請求をいただいた株主様に対して交付する書面には記載しておりません。
なお、本株主総会におきましては、書面交付請求の有無にかかわらず、株主の皆様
に電子提供措置事項から上記を除いたものを記載した書面をお送りいたします。
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連結株主資本等変動計算書 （2022年４月１日から2023年３月31日まで） (単位：百万円)

株　主　資　本
資　本　金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

2022年４月１日　期首残高 6,889 999 48,317 △3,071 53,134
連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 △1,600 △1,600
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益 4,680 4,680

自 己 株 式 の 取 得 △0 △0
自 己 株 式 の 処 分 0 0 0
株 式 交 付 信 託 に よ る
自 己 株 式 の 処 分 20 20

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額（純額）
連結会計年度中の変動額合計 － 0 3,079 20 3,100
2023年３月31日　期末残高 6,889 1,000 51,396 △3,051 56,234

その他の包括利益累計額
非 支 配
株主持分

純 資 産
合 計

そ の 他
有 価 証 券
評 価 差 額 金

土 地 再 評
価 差 額 金

為 替 換 算
調 整 勘 定

退 職 給 付
に 係 る 調
整 累 計 額

そ の 他 の
包 括 利 益
累計額合計

2022年４月１日　期首残高 932 958 427 108 2,427 362 55,924
連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 △1,600
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益 4,680

自 己 株 式 の 取 得 △0
自 己 株 式 の 処 分 0
株 式 交 付 信 託 に よ る
自 己 株 式 の 処 分 20

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額（純額） 84 － 329 △22 391 31 422

連結会計年度中の変動額合計 84 － 329 △22 391 31 3,523
2023年３月31日　期末残高 1,017 958 757 86 2,819 394 59,448
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１ 連結計算書類作成のための基本となる重要な事項

株式会社よしみね 明星建工株式会社
日本ケイカル株式会社 株式会社エムエステック
メイセイ工事株式会社 明星松山工事株式会社
株式会社メイセイクリエート MEISEI INTERNATIONAL PTE. LTD.
PT. MEISEI INDONESIA MEISEI INTERNATIONAL CO.,LTD.
MEISEI NIGERIA LIMITED SMI GLOBAL SDN. BHD.
MEISEI-KOGYO PHILIPPINES,INC.

連結注記表

１．連結の範囲に関する事項
⑴　連結子会社　　　　　　　　　　　　13社

⑵　非連結子会社　　　　　　　　　　　2社
MEISEI SAUDI CO.,LTD.
MEISEI INTERNATIONAL SDN. BHD.
上記2社は、当連結会計年度の連結計算書類に重要な影響を及ぼしていないため、連結の範囲から除外してお
ります。
なお、MEISEI SAUDI CO.,LTD.は、2023年4月5日付にて清算結了いたしました。

２．持分法の適用に関する事項
⑴　持分法を適用した非連結子会社はありません。

⑵　持分法を適用しない非連結子会社　　2社
MEISEI SAUDI CO.,LTD.
MEISEI INTERNATIONAL SDN. BHD.
上記2社は、当連結会計年度の連結計算書類に重要な影響を及ぼしていないため、持分法の適用範囲から除外
しております。
なお、MEISEI SAUDI CO.,LTD.は、2023年4月5日付にて清算結了いたしました。
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満期保有目的の債券 償却原価法（定額法）
その他有価証券

市場価格のない株式等
以外のもの

時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
平均法により算定）

市場価格のない株式等 移動平均法による原価法
なお、投資事業有限責任組合への出資（金融商品取引法第２条第２項
により有価証券とみなされるもの）については、組合契約に規定され
る決算報告日に応じて、入手可能な最近の決算書等を基礎とし、持分
相当額を純額で取り込む方法によっております。

未成工事支出金 個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づ
く簿価切下げの方法）

商品及び製品、原材料
及び貯蔵品

主として移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性
の低下に基づく簿価切下げの方法）

当社及び国内連結子会社 定率法を採用しております。
ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）
並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物につい
ては、定額法を採用しております。

在外連結子会社 定額法を採用しております。

３．連結子会社の事業年度等に関する事項
　連結子会社のうち、在外連結子会社であるMEISEI INTERNATIONAL PTE. LTD.他５社の決算日は12月31日で
あります。連結計算書類の作成にあたっては、同決算日現在の計算書類を使用しており、連結決算日までの期間に
発生した重要な取引については連結上必要な調整を行っております。

４．会計方針に関する事項
⑴　重要な資産の評価基準及び評価方法

①　有価証券

②　デリバティブ 時価法
③　棚卸資産

⑵　重要な減価償却資産の減価償却の方法
①　有形固定資産（リース資産を除く）

②　リース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しており
ます。
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⑶　重要な引当金の計上基準
①　貸倒引当金 当社及び国内連結子会社は、債権の貸倒れによる損失に備えるため、一

般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につい
ては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
在外連結子会社は、債権については個別に回収不能見込額を計上してお
ります。

②　賞与引当金 当社及び国内連結子会社は、従業員（使用人兼務役員を含む）に支給す
る賞与に充てるため、翌連結会計年度の支給見込額のうち当連結会計年
度対応額を見積計上しております。

③　役員賞与引当金 当社及び国内連結子会社の一部は、役員に対する賞与の支給に備えるた
め、当連結会計年度末における支給見込額を計上しております。

④　完成工事補償引当金 当社及び連結子会社の一部は、引渡しを完了した工事に係る瑕疵担保の
費用に備えるため、将来の見積補償額に基づき計上しております。

⑤　工事損失引当金 当社及び連結子会社の一部は、受注工事に係る将来の損失に備えるた
め、当連結会計年度末手持工事のうち損失の発生が見込まれ、かつ、そ
の金額を合理的に見積もることができる工事について、損失見込額を計
上しております。

⑥　役員退職慰労引当金 国内連結子会社の一部は、役員の退職金の支給に充てるため、内規に基
づく期末要支給額を計上しております。

⑦　役員株式給付引当金 当社は、株式交付規程に基づく役員に対する将来の当社株式の交付に備
えるため、当連結会計年度末における株式給付債務の見込額を計上して
おります。

⑷　退職給付に係る会計処理の方法
・退職給付見込額の期間帰属方法

　退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法について
は、給付算定式基準によっております。

・数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
　過去勤務費用については、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として10
年）による定額法により費用処理しております。
　数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年
数（主として10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しており
ます。
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２ 会計方針の変更に関する注記

⑸　収益及び費用の計上基準
　当社と顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足
する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
　建設工事事業においては、主に熱絶縁工事、建材工事（クリーンルーム）及び冷凍製造低温工事等を行ってお
ります。また、ボイラ事業においては、主にボイラ製品の製造及び設置工事を行っております。
　当該工事等については、一定の期間にわたり履行義務が充足されると判断し、履行義務の充足に係る進捗度に
基づき収益を認識しております。工事進捗度は、当連結会計年度までの発生費用を工事完了までの工事原価総額
の見積りと比較することにより測定しております。
　ただし、いずれも工期がごく短いものについては、顧客に引き渡した時点で収益を認識しております。

⑹　重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
　外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しており
ます。
　なお、在外連結子会社の資産、負債、収益及び費用は当該子会社の決算日の直物為替相場により円貨に換算
し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定及び非支配株主持分に含めて計上しております。

⑺　重要なヘッジ会計の方法
　原則として繰延ヘッジ処理を採用しております。
　なお、特例処理の要件を満たしている金利スワップ等については、特例処理を採用しております。

（時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用）
　「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2021年６月17日。以下「時価算定 
会計基準適用指針」という。）を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-２ 項に定める
経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといた
しました。なお、当該会計基準適用指針の適用が当連結会計年度において連結計算書類に与える影響はありません。
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３ 会計上の見積りに関する注記

完成工事高 39,404百万円

工事の収益認識
⑴　当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

⑵　識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
・算出方法

　当連結会計年度末までの進捗部分について、請負工事契約に基づく工事収益総額に対応する工事原価総額及
び工事進捗度を合理的に見積り（決算日における工事進捗度は原価比例法による）、当連結会計年度の完成工
事高を認識しております。
　工事進捗度は、当連結会計年度までの発生費用を工事完了までの工事原価総額の見積りと比較することによ
り測定しております。

・主要な仮定
　工事原価総額の見積りは、契約内容、要求仕様、過去の類似契約における原価実績、工事期間中の委託外注
費、材料費、労務費の見積り等の情報に基づいて算定しております。工事原価総額の見積りの算定は、工程の
遅れや当初想定していなかった事象の発生等、工事施工に係る状況変化に伴い、見直しの必要性が生じること
があります。

・翌連結会計年度の連結計算書類に与える影響
　工事原価総額は、工事の進捗状況を踏まえた工事原価の見積額と発生額との比較や、今後の費用発生に関す
る最新の情報に基づき四半期ごとに見直しており、履行義務の充足に係る進捗率の見積りは妥当なものと考え
ておりますが、将来の状況の変化により見積りと実績が乖離した場合は、当社グループが認識する収益の金額
に影響を与える可能性があります。
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４ 連結貸借対照表に関する注記

⑴　有形固定資産の減価償却累計額 13,596百万円
⑵　保証債務残高
⑶　貸出コミットメント契約

1,659百万円

　運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行６行と貸出コミットメント契約を締結しております。これら
の契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

貸出コミットメントの総額 3,000百万円
借入実行残高 －百万円
差引額 3,000百万円

⑷　土地再評価
　土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布　法律第34号）及び土地の再評価に関する法律の一部
を改正する法律（平成13年３月31日公布　法律第19号）に基づき、事業用土地の再評価を行い、土地再評価
差額金を純資産の部に計上しております。
・再評価の方法

土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月31日公布　政令第119号）第２条第３号及び第４号に定め
る算定の基礎となる価額に基づき、合理的な調整を行い算出しております。

・再評価を行った年月日 2002年３月31日
・再評価を行った土地の期末における時価と再評価後の帳簿価額との差額

△1,103百万円

－ 7 －



5 連結損益計算書に関する注記

場所 用途 種類 減損損失（百万円）

京都府京田辺市 事業用資産 土地 356

当社グループは、当連結会計年度において、以下の資産グループについて減損損失を計上いたしました。

　（１）減損損失を認識した資産グループの概要

　（２）資産のグルーピング方法

　当社グループは、原則として独立したキャッシュ・フローを生み出す最小単位によって資産のグルーピングを

しております。

　（３）減損損失の認識に至った経緯

　当社の連結子会社である株式会社よしみねは、三重県亀山市に新工場を建設し、京都工場から移転することを

決定しました。これに伴い、移転後の資産状況も含めて将来の回収可能性を検討した結果、所有している固定資

産の帳簿価額を回収可能価額まで減額しました。
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６ 連結株主資本等変動計算書に関する注記

株式の種類 当連結会計年度期首株式数 当連結会計年度増加株式数 当連結会計年度減少株式数 当連結会計年度末株式数

普 通 株 式 56,386,718株 －株 －株 56,386,718株

株式の種類 当連結会計年度期首株式数 当連結会計年度増加株式数 当連結会計年度減少株式数 当連結会計年度末株式数

普 通 株 式 6,614,632株 283株 27,544株 6,587,371株

決　　議 株式の種類
配当金の
総　　額
（百万円）

配当の原資
１株当たり
配　当　額
（円）

基 準 日 効力発生日

2022年６月23日
定時株主総会 普通株式 1,000 利益剰余金 20 2022年

３月31日
2022年

６月24日

2022年10月31日
取締役会 普通株式 600 利益剰余金 12 2022年

９月30日
2022年

11月17日

⑴　発行済株式の総数に関する事項

⑵　自己株式の数に関する事項

（注）１. 普通株式の自己株式の増加283株は、単元未満株式の買取りによる増加によるものであります。
２. 普通株式の自己株式の減少27,544株は、役員向け株式交付信託における役員への交付による減少27,500株及び単元未満株式の売り渡しに

よる減少44株によるものであります。
３. 当連結会計年度末の普通株式の自己株式数には、役員向け株式交付信託が保有する当社株式（当連結会計年度期首255,400株、当連結会

計年度末227,900株）が含まれております。

⑶　新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
該当事項はありません。

⑷　剰余金の配当に関する事項
①　配当金支払額

（注）１. 2022年６月23日定時株主総会決議による配当金の総額には、役員向け株式交付信託が保有する当社株式に対する配当金5百万円が含まれ
ております。

２. 2022年10月31日取締役会決議による配当金の総額には、役員向け株式交付信託が保有する当社株式に対する配当金2百万円が含まれてお
ります。
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・配当金の総額 1,200百万円
・配当の原資 利益剰余金
・１株当たり配当額 24円
・基準日 2023年３月31日
・効力発生日 2023年６月23日

７ 金融商品に関する注記

②　基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度になるもの
　2023年６月22日開催予定の第81回定時株主総会において、次のとおり付議いたします。

（注）配当金の総額には、役員向け株式交付信託が保有する当社株式に対する配当金5百万円が含まれております。

１．金融商品の状況に関する事項
⑴　金融商品に対する取組方針

　当社グループは、主に設備投資及び運転資金で必要な資金を銀行借入等により調達しております。資金運用に
ついては主に短期的な預金等に限定し、一部資金計画に照らして安全性の高い金融資産で運用しております。デ
リバティブ取引は、将来の為替・金利変動によるリスクを回避するために必要に応じて利用しており、投機的な
取引は行わない方針であります。

⑵　金融商品の内容及びそのリスク
　営業債権である受取手形、電子記録債権及び完成工事未収入金は、顧客の信用リスクに晒されております。ま
た、海外工事等にて生じる外貨建て営業債権は、為替の変動リスクに晒されておりますが、先物為替予約・通貨
オプション取引を利用してヘッジしております。
　有価証券は、合同運用指定金銭信託であります。合同運用指定金銭信託は、短期的な資金運用として保有する
安全性の高い金融商品であり、信用リスクは僅少であります。投資有価証券は、主に満期保有目的の債券、取引
先企業及び業務に関係する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
　営業債務である支払手形、電子記録債務、工事未払金及び買掛金は、１年以内の支払期日であります。また、
その一部には、海外工事等における役務、原材料購入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒され
ておりますが、手許外貨預金による決済、先物為替予約等を利用してヘッジしております。
　借入金のうち、短期借入金は営業取引に係る資金調達、長期借入金は主に設備投資に係る資金調達であり、期
間は原則として３年以内であります。
　デリバティブ取引は、外貨建ての営業債権債務に係る為替の変動リスクに対するヘッジを目的とした先物為替
予約・通貨オプション取引、借入金に係る支払金利の変動リスクに対するヘッジを目的とした金利スワップ取引
であります。
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⑶　金融商品に係るリスク管理体制
①　信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

営業債権については、与信管理規程に従い、主要な取引先の状況を適時モニタリングし、取引先ごとに毎月
与信残高管理を行うとともに、財務状況の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。ま
た、連結子会社についても、当社の与信管理規程に準じて、同様の管理を行っております。
満期保有目的の債券は、有価証券管理規程に従い、運用枠を設定し、かつ、格付の高い債券のみを対象とし
ているため、信用リスクは僅少であります。
デリバティブ取引の利用にあたっては、信用リスクを軽減するため、格付の高い金融機関とのみ取引を行っ
ております。

②　市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
外貨建ての営業債権債務に係る為替の変動リスクは、債権債務の決済計画に基づいて、必要に応じて先物為
替予約、通貨オプション取引を利用してヘッジしております。また、借入金に係る支払金利の変動リスクを
抑制するために、必要に応じて金利スワップ取引を利用しております。
投資有価証券については、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状況等を把握しております。
デリバティブ取引につきましては、デリバティブ管理規程に従い、社内所定決裁を受けた後取引を行い、取
引状況、残高等を把握、確認しております。

③　資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
当社の各部署、連結子会社等からの報告に基づき、当社の財務部が適時に資金繰計画を作成・更新するとと
もに、手許流動性を一定の水準に維持する等により流動性リスクを管理しております。

⑷　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
　金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、
当該価額が変動することがあります。
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連結貸借対照表計上額
（百万円） 時価（百万円） 差額（百万円）

　有価証券及び投資有価証券
　　(＊2，3，5) 3,043 3,043 △0

　資産計 3,043 3,043 △0

　長期借入金(＊4) 800 797 △2

　負債計 800 797 △2

区　　分 連結貸借対照表計上額（百万円）
非上場株式 280

２．金融商品の時価等に関する事項
　2023年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません。

（＊1）「現金預金」「受取手形」「電子記録債権」「完成工事未収入金」「支払手形」「電子記録債務」「工事未払金」「買掛金」については、現
金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

（＊2）合同運用指定金銭信託について、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従い、投資信託の基準価額を時価とみなしており、当該合同
運用指定金銭信託が含まれております。

（＊3）連結貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合その他これに準ずる事業体への出資については記載を省略しております。当該出資の連結
貸借対照表計上額は781百万円であります。

（＊4）長期借入金の支払期日が１年以内になったことにより短期借入金に計上されたものについては、上表では長期借入金として表示しておりま
す。

（＊5）市場価格のない株式等は、「有価証券及び投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりで
あります。

３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
　金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベルに分
類しております。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定

の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル２の時価：観察可能な時価に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算定に係るインプ

ットを用いて算定した時価
レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属す
るレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

－ 12 －



区分
時価（百万円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

有価証券及び投資有価証券

　　その他有価証券

　　　株式 2,633 － － 2,633

　　　社債 － － 99 99

　　　その他 － － － －

資産計 2,633 － 99 2,733

区分
時価（百万円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

有価証券及び投資有価証券
　満期保有目的の債券

　　国債・地方債等 9 － － 9

資産計 9 － － 9

長期借入金 － 797 － 797
負債計 － 797 － 797

(1）時価で連結貸借対照表に計上している金融商品

(2）時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

（注1）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
有価証券及び投資有価証券
　上場株式及び国債は相場価格を用いて評価しております。上場株式及び国債は活発な市場で取引されているため、その時価をレベル１の
時価に分類しております。一方で、当社が保有している社債等は、活発な市場における相場価額とは認められず、観察できないインプット
により時価を算定しているため、その時価をレベル３の時価に分類しております。

長期借入金
　この時価は、元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した利率を基に、割引現在価値法により算定しており、レベ
ル２の区分に分類しております。

（注2）時価で連結貸借対照表に計上している金融商品のうちレベル３の時価に関する情報
レベル３に分類した金融商品に重要性はないため記載を省略しております。

（注3）その他有価証券には、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日）第24-3項の基準価額
を時価とみなす取扱いを適用した投資信託は含まれておりません。第24-3項の基準価額を時価とみなす取扱いを適用した投資信託の連結貸
借対照表計上額は300百万円であります。
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８ 賃貸等不動産に関する注記

連結貸借対照表計上額（百万円） 当連結会計年度末の時価
（百万円）当連結会計年度期首残高 当連結会計年度増減額 当連結会計年度末残高

3,216 △68 3,148 3,362

　当社では、大阪府及び東京都において、当社及び一部の連結子会社が使用するオフィスビル（土地を含む。）を所
有しております。当社グループが使用している部分以外は、賃貸オフィスビルとしております。また、大阪府下に賃
貸収益を得ることを目的として賃貸共同住宅を所有しております。2023年３月期における当該賃貸等不動産に関す
る賃貸損益は102百万円（賃貸収益は営業外収益に、賃貸費用は営業外費用に計上）であります。
　また、当該賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額、当連結会計年度増減額及び時価は、次のとおりであります。

（注）１. 連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。
２. 当連結会計年度末の時価は、主として不動産鑑定評価額を基礎として評価しております。
３. 期中増減額のうち、当連結会計年度の主な減少は、賃貸不動産の減価償却費（68百万円）であります。
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９ 収益認識に関する注記

建設工事事業 ボイラ事業 計 調整額 合計
売上高

　日本 43,618 6,501 50,119 － 50,119
　アジア 5,713 46 5,759 － 5,759
　その他 － 11 11 － 11
顧客との契約から生じる収益 49,331 6,559 55,890 － 55,890
外部顧客への売上高 49,331 6,559 55,890 － 55,890

（1）顧客との契約から生じる収益を分解した情報
　主要な財又はサービス別に分解した収益の情報は以下のとおりであります。

（単位：百万円）

（2）顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
　主要な事業における主な履行義務の内容及び収益を認識する通常の時点は以下のとおりであります。
　建設工事事業及びボイラ事業におきましては、原則として、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点
で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。これにより、工事契約に関
して、履行義務を充足するにつれて一定の期間にわたり収益を認識しております。履行義務の充足に係る進捗率の見
積りの方法は、主として発生原価に基づくインプット法によっております。
　なお、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い工事契約及
び金額的重要度の低い工事契約については代替的な取扱いを適用し、一定の期間にわたり収益を認識せず、完全に履
行義務を充足した時点で収益を認識しております。
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⑴　顧客との契約から生じた債権 19,951百万円
⑵　契約資産 5,121百万円
⑶　契約負債 1,109百万円

受注残高 25,682百万円

10 １株当たり情報に関する注記

⑴　１株当たり純資産額 1,185円84銭
⑵　１株当たり当期純利益 94円00銭

（3）当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報
①　契約資産及び契約負債の残高等

②　残存履行義務に配分した取引価格
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株主資本等変動計算書 （2022年４月１日から2023年３月31日まで） (単位：百万円)

株　主　資　本

資本金

資　本　剰　余　金 利　益　剰　余　金

自　己
株　式

株　主
資　本
合　計

資　本
準備金

その他
資　本
剰余金

資　本
剰余金
合　計

利　益
準備金

その他利益剰余金 利　益
剰余金
合　計

別　途
積立金

繰　越
利　益
剰余金

2022年４月１日　期首残高 6,889 999 － 999 722 32,500 3,776 36,999 △3,071 41,816
事 業年度中の変動額
剰 余 金 の 配 当 △1,600 △1,600 △1,600
当 期 純 利 益 4,165 4,165 4,165
別 途 積 立 金 の 積 立 1,500 △1,500 － －
自 己 株 式 の 取 得 △0 △0
自 己 株 式 の 処 分 0 0 0 0
株式交付信託による
自 己 株 式 の 処 分 20 20

株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額）
事業年度中の変動額合計 － － 0 0 － 1,500 1,064 2,564 20 2,585
2023年３月31日　期末残高 6,889 999 0 1,000 722 34,000 4,841 39,563 △3,051 44,402

評　価　・　換　算　差　額　等

純 資 産 合 計そ の 他
有 価 証 券
評 価 差 額 金

土 地 再 評
価 差 額 金

評 価 ・ 換 算
差 額 等 合 計

2022年４月１日　期首残高 873 958 1,832 43,649
事 業年度中の変動額
剰 余 金 の 配 当 △1,600
当 期 純 利 益 4,165
別 途 積 立 金 の 積 立 －
自 己 株 式 の 取 得 △0
自 己 株 式 の 処 分 0
株式交付信託による
自 己 株 式 の 処 分 20

株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額） 94 － 94 94

事業年度中の変動額合計 94 － 94 2,680
2023年３月31日　期末残高 968 958 1,927 46,329
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１ 重要な会計方針に係る事項

商品及び製品、原材料
及び貯蔵品

移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づ
く簿価切下げの方法）

個別注記表

⑴　資産の評価基準及び評価方法
①　有価証券

満期保有目的の債券 償却原価法（定額法）
関係会社株式 移動平均法による原価法
その他有価証券

市場価格のない株式等 時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均
以外のもの 法により算定）
市場価格のない株式等 移動平均法による原価法

なお、投資事業有限責任組合への出資（金融商品取引法第２条第２項によ
り有価証券とみなされるもの）については、組合契約に規定される決算報
告日に応じて、入手可能な最近の決算書等を基礎とし、持分相当額を純額
で取り込む方法によっております。

②　デリバティブ 時価法
③　棚卸資産

未成工事支出金 個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿
価切下げの方法）

⑵　固定資産の減価償却方法
①　有形固定資産 定率法を採用しております。

（リース資産を除く） ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並
びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物について
は、定額法を採用しております。

②　リース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しておりま
す。
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⑶　引当金の計上基準
①　貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、
回収不能見込額を計上しております。

②　賞与引当金 従業員（使用人兼務役員を含む）に支給する賞与に充てるため、翌事業年
度の支給見込額のうち当事業年度対応額を見積計上しております。

③　役員賞与引当金 役員に対する賞与の支給に備えるため、当事業年度末における支給見込額
を計上しております。

④　完成工事補償引当金 引渡しを完了した工事に係る瑕疵担保の費用に備えるため、将来の見積補
償額に基づき計上しております。

⑤　工事損失引当金 受注工事に係る将来の損失に備えるため、当事業年度末手持工事のうち損
失の発生が見込まれ、かつ、その金額を合理的に見積もることができる工
事について、損失見込額を計上しております。

⑥　退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び
年金資産の見込額に基づき計上しております。
退職給付引当金及び退職給付費用の処理方法は以下のとおりです。
・退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期
間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。

・数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時における従業員の平均残存勤務期
間以内の一定の年数（主として10年）による定額法により費用処理し
ております。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平
均残存勤務期間以内の一定の年数（主として10年）による定額法によ
り按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の貸借対照表における
取扱いが貸借対照表と異なります。

⑦　役員株式給付引当金 株式交付規程に基づく役員に対する将来の当社株式の交付に備えるた
め、当事業年度末における株式給付債務の見込額を計上しております。
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２ 会計方針の変更に関する注記

３ 会計上の見積りに関する注記

完成工事高 24,851百万円

⑷　収益及び費用の計上基準
　当社と顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足
する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
　当社は主に熱絶縁工事を行っております。当該工事等については、一定の期間にわたり履行義務が充足される
と判断し、履行義務の充足に係る進捗度に基づき収益を認識しております。工事進捗度は、当事業年度までの発
生費用を工事完了までの工事原価総額の見積りと比較することにより測定しております。
　ただし、工期がごく短いものについては、顧客に引き渡した時点で収益を認識しております。

⑸　外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

⑹　ヘッジ会計の方法
原則として繰延ヘッジ処理を採用しております。
なお、特例処理の要件を満たしている金利スワップ等については、特例処理を採用しております。

（時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用）
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2021年６月17日。以下「時価算定 
会計基準適用指針」という。）を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-２ 項に定める経
過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといた
しました。なお、当該会計基準適用指針の適用が当事業年度において計算書類に与える影響はありません。

工事の収益認識
⑴　当事業年度の計算書類に計上した金額

⑵　識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
・算出方法

　当事業年度末までの進捗部分について、請負工事契約に基づく工事収益総額に対応する工事原価総額及び工
事進捗度を合理的に見積り（決算日における工事進捗度は原価比例法による）、当事業年度の完成工事高を認
識しております。
　工事進捗度は、当事業年度までの発生費用を工事完了までの工事原価総額の見積りと比較することにより測
定しております。
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４ 貸借対照表に関する注記

⑴　有形固定資産の減価償却累計額 5,866百万円
⑵　保証債務残高
⑶　関係会社に対する金銭債権債務

1,659百万円

①　短期金銭債権 69百万円
②　短期金銭債務 412百万円
③　長期金銭債務 104百万円

⑷　貸出コミットメント契約

貸出コミットメントの総額 3,000百万円
借入実行残高 －百万円
差引額 3,000百万円

・主要な仮定
　工事原価総額の見積りは、契約内容、要求仕様、過去の類似契約における原価実績、工事期間中の委託外注
費、材料費、労務費の見積り等の情報に基づいて算定しております。工事原価総額の見積りの算定は、工程の
遅れや当初想定していなかった事象の発生等、工事施工に係る状況変化に伴い、見直しの必要性が生じること
があります。

・翌事業年度の計算書類に与える影響
　工事原価総額は、工事の進捗状況を踏まえた工事原価の見積額と発生額との比較や、今後の費用発生に関す
る最新の情報に基づき四半期ごとに見直しており、履行義務の充足に係る進捗率の見積りは妥当なものと考え
ておりますが、将来の状況の変化により見積りと実績が乖離した場合は、当社が認識する収益の金額に影響を
与える可能性があります。

　運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行６行と貸出コミットメント契約を締結しております。これらの契
約に基づく当事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。
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⑸　土地再評価

・再評価を行った年月日 2002年３月31日

△1,103百万円

５ 損益計算書に関する注記

①　売上高 344百万円
②　仕入高 1,497百万円
③　営業取引以外の取引高 407百万円

６ 株主資本等変動計算書に関する注記

株式の種類 当事業年度
期首株式数

当事業年度
増加株式数

当事業年度
減少株式数

当事業年度末
株式数

普 通 株 式 6,614,632株 283株 27,544株 6,587,371株

　土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布　法律第34号）及び土地の再評価に関する法律の一部を改
正する法律（平成13年３月31日公布　法律第19号）に基づき、事業用土地の再評価を行い、土地再評価差額金を
純資産の部に計上しております。
・再評価の方法

土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月31日公布　政令第119号）第２条第３号及び第４号に定める
算定の基礎となる価額に基づき、合理的な調整を行い算出しております。

・再評価を行った土地の期末における時価と再評価後の帳簿価額との差額

関係会社との取引高

自己株式の数に関する事項

（注）１. 普通株式の自己株式の増加283株は、単元未満株式の買取りによる増加によるものであります。
２. 普通株式の自己株式の減少27,544株は、役員向け株式交付信託における役員への交付による減少27,500株及び単元未満株式の売り渡しに

よる減少44株によるものであります。
３. 当事業年度末の普通株式の自己株式数には、役員向け株式交付信託が保有する当社株式（当事業年度期首255,400株、当事業年度末

227,900株）が含まれております。
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７ 税効果会計に関する注記

繰延税金資産
貸倒引当金 56百万円
賞与引当金 86百万円
退職給付引当金 33百万円
減損損失 18百万円
その他 506百万円

繰延税金資産小計 702百万円
評価性引当額 △479百万円
繰延税金資産合計 223百万円

繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 △427百万円

繰延税金負債合計 △427百万円

繰延税金資産の純額 △203百万円

再評価に係る繰延税金負債 △483百万円

８ 収益認識に関する注記

　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
　主要な事業における主な履行義務の内容及び収益を認識する通常の時点は以下のとおりであります。
　当社は原則として、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け
取ると見込まれる金額で収益を認識しております。これにより、工事契約に関して、履行義務を充足するにつれて
一定の期間にわたり収益を認識しております。履行義務の充足に係る進捗率の見積りの方法は、主として発生原価
に基づくインプット法によっております。
　なお、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い工事契約
及び金額的重要度の低い工事契約については代替的な取扱いを適用し、一定の期間にわたり収益を認識せず、完全
に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。
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９ １株当たり情報に関する注記

⑴　１株当たり純資産額 930円33銭
⑵　１株当たり当期純利益 83円67銭
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EY新日本有限責任監査法人
大　阪　事　務　所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 坂 井 俊 介
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 須 藤 公 夫

独立監査人の監査報告書
２０２３年６月７日

明星工業株式会社
取締役会　御中

監査意見
　当監査法人は、会社法第４４４条第４項の規定に基づき、明星工業株式会社の２０２２年４月１日から２０２３年３月３１日ま
での連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表につ
いて監査を行った。
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、明星工業株式
会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表
示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法
人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する
規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ
る。
　当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に
対して意見を表明するものではない。
　連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結
計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違
以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが
求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示する
ことにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判
断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書　謄本
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　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかどうかを評
価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合に
は当該事項を開示する責任がある。
　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないか
どうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽
表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると
合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断
を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、

実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
る。

・　連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する
注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続
企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業
の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は
重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが
求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は
継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかと
ともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適
正に表示しているかどうかを評価する。

・　連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。
監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負
う。

　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独
立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内
容について報告を行う。

利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 以　　上
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独立監査人の監査報告書
２０２３年６月７日

明星工業株式会社
取締役会　御中

EY新日本有限責任監査法人
大　阪　事　務　所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 坂 井 俊 介
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 須 藤 公 夫

監査意見
　当監査法人は、会社法第４３６条第２項第１号の規定に基づき、明星工業株式会社の２０２２年４月１日から２０２３年３月３
１日までの第８１期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその
附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類等
に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法
人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規
定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ
る。
　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対
して意見を表明するものではない。
　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と計算書
類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外
にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが
求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示するこ
とにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断し
た内部統制を整備及び運用することが含まれる。

計算書類に係る会計監査人の監査報告書　謄本
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　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうかを評価
し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には
当該事項を開示する責任がある。
　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかど
うかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示
は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的
に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断
を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、

実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
る。

・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に
際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する
注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企
業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の
前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要
な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められ
ている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
として存続できなくなる可能性がある。

・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとと
もに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表
示しているかどうかを評価する。

　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独
立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内
容について報告を行う。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 以　　上
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監　査　報　告　書

　当監査等委員会は、2022年４月１日から2023年３月31日までの第81期事業年度における取締役
の職務の執行について監査いたしました。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたします。

１．監査の方法及びその内容
　監査等委員会は、会社法 第399条の13 第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議
の内容並びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について取締役及び使用
人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を
表明するとともに、下記の方法で監査を実施しました。
① 監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部監査部門と連携の上、重

要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、必要
に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財
産の状況を調査しました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通
及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

② 事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第３号イの基本方針及び同号ロの各取組み
については、取締役会その他における審議の状況等を踏まえ、その内容について検討を加えま
した。

③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証すると
ともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めま
した。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会
社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28
日　企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めまし
た。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類
（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討い
たしました。

監査等委員会の監査報告書　謄本
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２．監査の結果
⑴　事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているもの
と認めます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認め
られません。

③ 内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部
統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき
事項は認められません。

④ 事業報告に記載されている会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する
基本方針は相当であると認めます。事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第３
号ロの各取組みは、当該基本方針に沿ったものであり、当社の株主共同の利益を損なうもの
ではなく、かつ、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないと認めます。

⑵　計算書類及びその附属明細書の監査結果
　会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

⑶　連結計算書類の監査結果
　会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2023年６月７日

明星工業株式会社　監査等委員会
常勤監査等委員 坂 本 英 治 ㊞
監 査 等 委 員 上 村 恭 一 ㊞
監 査 等 委 員 岸 田 光 正 ㊞
監 査 等 委 員 西　村　　強  ㊞

（注）監査等委員 上村恭一、岸田光正及び西村強は、会社法第２条第15号及び第331条第６項に規
定する社外取締役であります。
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